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サステナビリティ保証の現況と今後の展望

お問い合わせ先：tfukushima@SusA.co.jp

2024年11月25日
(株)サステナビリティ会計事務所 SusA
サスティービー・コミュニケーションズ(株) SusTB
代表取締役 福島隆史



お話の前提

企業取り組みの共通項についてお話しします。
決して特定企業のお話しではありません。

お客さま企業 約150社・グループ

グローバル企業グループの皆さまからご紹介などによりご指名をうけ、
第三者保証や、コンサルティングを展開しています。
 非財務指標の第三者保証
 サステナビリティ経営現状分析・中期ロードマップ策定
 外部評価向上支援
 人権DD対応支援
 レポート企画・コンテンツ決め支援 etc

SusA
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ふりかえると、約四半世紀。

2024 20501994

某顧客企業への
EMS構築関与（1994）※

某ISO審査機関設立前
欧州調査参加（1995）

1996
ISO14001

2008～12
京都議定書

某監査法人
環境マネジメント部へ移籍（1998）

(株)サステナビリティ会計事務所 設立（2006）

2021
日本2050CN宣言

2030GHG
2013比約半減

ネットゼロ

（私事で恐縮ですが・・）

サスティービー・コミュニケーションズ(株) 設立（2008）

※理系出身異端CPAとしての先見
監査法人入所2年目、所属していたIPO中心の監査部門内にて、
将来、有報への環境情報掲載、監査領域拡大での会計士の社会貢献拡大を説く。

2001
エンロン事件

（エンロン事件で主要顧客ロストを経験）
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独立の第三者 位置付け

お客様

代理店

従業員

株主
投資家

行政 取引先

地域住民

営業
担当

人事
担当

IR CC
担当 購買

担当

工場・現場
担当

企業

独立の第三者

お客様

代理店

従業員

株主
投資家

行政 取引先

地域住民

現在のSH

将来のSH

 特定SH（例：投資家）に偏らない。
 ましてや将来SHをも意識。
 企業からの委託にて成立。

公開情報
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企業ご担当者 と 第三者保証提供者

企業ご担当者 第三者保証提供者

共通の思い：
適切な情報開示を実現したい！

課題：
集計開示を始めたばかり。
対応人員不足。

課題：
需要急増への対応。
非財務審査新人が多い。

委託

さまざまに協力が必要
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よい審査の５つの心得（弊事務所内で説いていること）

受審企業ご担当者にもご協力いただきたいです。

 T字型審査

 早食いの徹底

 重箱の隅は突かない

 実質の目的を常に忘れない

 適切な情報開示の実現

 （現時点で形式的独立性を強調しすぎない）→IESBA※もその方向では。

 絶対No！ “es”
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※国際会計士倫理基準審議会



加えて、非財務審査でのポイント＋α

会社側の集計

証憑

審査側の試査

ボリュームゾーン

＜減少傾向あり＞

分析的手続で
異常を見いだ
せるか

＜経験値が大いに必要＞
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将来想定
改訂スタンダード

将来想定
改訂プロトコル

将来想定
改訂ガイドライン

指摘事項・アドバイスとしての、ありたいレベル

サステナビリティの世界ではこうあるべき、という本質・背景

現行
プロトコル

現行
スタンダード

現行
ガイドライン逐条解説型

背景立脚型

歴史が浅い
SH討議・検討不十分

会計士が財務監査で実践しているレベル

サステナビリティの世界では
長期志向が強く求められるはず

顧客
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審査における他山の石（私が出会った具体例）

 ISO審査で起きたこと

 大手製造品質管理出身審査員が金融窓口担当者に語った一言・・

 最近、SBT審査で起きていること

 客先でのGHG排出量が測定できているのに（次頁参照）・・

 自動車搭載部品なのに・・

 直近M&Aした企業GHGを過去基準年において加算すべき・・

 今後の非財務指標の第三者審査で起こるかもしれないこと？

 ？？

┗企業ご担当者意見を踏まえ課題認知し、謙虚に改善していけるか

審査員にとっての必要要件→“センス”

非財務指標の第三者審査が、
今後社会に末永く根付き続けるために。 8



例：Scope3 カテ11の計算

from 環境省 Q&A サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集

 製品保証等で市場提供累積がわかっていても？

 ユーザーサイドの削減取組が反映できない

 そもそも当該ターゲット年で、削減できていない

 最新型で計算可能ゆえ、企業側にとって有利

懸念
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審査員の力量

例：サステナビリティ担当者と議論、ご納得いただく、力量の確保。

資料 頁構成

 審査現場から見えてくる課題 P11

 長期関与での留意点の例 P19

 有報へのサステナビリティ掲載課題 P23

非財務指標の第三者保証 その方向性 P29
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審査現場から見えてくる課題1/8 正確性

11

いつの日か、
わかる真値

測定できない。
0

ここらへんかな・・
◎

保証報告書の掲載数値が
将来改訂されるのは・・。

（審査対象範囲や有効桁数
で対応していく）

確たるエビデンスがないと、審査に通らないのでは・・。

もちろん、あまりにも適当な推定もダメ。
どうすれば、妥当な推定ができるか・・。



審査現場から見えてくる課題2/8 網羅性

ビジネスパートナー
（バリューチェーン）

海外グループ
グループ

国内子会社
単体

取引先、パートナーへの取り組み範囲拡大が求められている状況下、
グループ展開が不十分という状況はすみやかに解消を目指す

E

S

G

マネジメントバウンダリー
独立性尊重

元上司

12
開示指標ごとに全てバウンダリーが異なるということも、よくあること。
どこまで厳密な開示を求めるか。



審査現場から見えてくる課題3/8 連結相殺

A社 B社 C社

A社 B社 Ｃ社

●各々ビジネス遂行上必要なGHGを計上

●グループ集計上、重なり分を相殺

C社の競合他社

●グループ構成要素としてのGHG計上

GHG重要性の高まりをうけ、
連結相殺レベルの要請は、
きっとすぐにやってくる。
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連結相殺の必要性
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GAAPの類い
（一般に公正妥当と認められる規準）

業界Ａ 業界B 業界C

企業X 企業Y 企業Z

精緻化

進捗差が大きい

例：ある業界のScope3カテゴリ―比率

審査現場から見えてくる課題4/8 業界ルールの必要性



審査現場から見えてくる課題5/8 業界ルールのグループ適用

G社の連結子会社のB社（A社と同規模）は、
業界ルール適用の上でG社連結に組み込むべきか、否か。
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A社 B社

G社

同業界

業界ルール適用 業界ルール適用？?



よい ＆ わるい

よいもの

わるいもの

保証提供
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審査現場から見えてくる課題6/8 マスバランス方式



 電力使用量100百万kWhを全国全電源平均係数0.438kg-CO2/kWhを使用しGHG
排出量を計算すると、単純には43,800t-CO2と算出される。

 実際に使用している係数の0.438 kg-CO2/kWhは0.4375～04384 kg-CO2/kWhの
間の数値と解釈できるため、計算結果の真値は43,750t-CO2～43,840t-CO2の間
に存在することになる。

 43,800t-CO2ではなく、例えば43.8千t-CO2のように表記すべき。

43,800t-CO2

7.5～8.4の間 0～9全てに可能性

審査現場から見えてくる課題7/8 付）有効桁数1/2
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SSBJ案に提出したSusAコメント

審査現場から見えてくる課題8/8 付）有効桁数2/2
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総量増加抑制

原単位低減

総量低減

原単位増加抑制

主張しがち

主張しがち

CO2

売上高

A
B

A
B

経年

長期関与での留意点の例1/4 総量と原単位

19



経年M&A Spin-out

基
準
年

基
準
年

基
準
年

Scope3に
移すとしても。

不確か

長期関与での留意点の例2/4 M&A・スピンアウト
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経年

Product mix 変化

基
準
年

基準年には小さかった、
新たな製品群

網羅性が重要なのは理解しつつ、
管理できないので外したまま。

長期関与での留意点の例3/4 プロダクトミックス変化
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経年

基
準
年
1

新
た
な
目
標
設
定
年

基
準
年
2

目
標
年
1

目
標
年
2

新
た
な
目
標
設
定
年

基
準
年
3

目
標
年
3

目標年より手前で、新たな目標を設定。

目標に対する達成総括がおざなりに。

長期関与での留意点の例4/4 新目標の設定
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有報へのサステナビリティ掲載課題1/6 人的資本開示1/2

個社表示（歯抜け）だと、全体像が見えない。
グループベースが任意扱いでは、指標の目指す方向性に沿った確認ができない。

グローバル地域別表示をしないと、意味がないのでは？ 23



有報へのサステナビリティ掲載課題2/6 人的資本開示2/2

分子に＋1名カウント。

赤ちゃんに1分1秒でも早く逢いたくて、
会社を休んで病院に駆けつけた！

そもそも分子・分母の対象が異なる。

男性育児休業取得率イメージと、
乖離してしまっている・・。
それを有報に開示してしまう怖さ。
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1月 2月 3月 4月

当年

6月5月

決算末 有報

7月 9月8月

請求書等
収集

SHK制度等
対応

統合レポート等対応

早期集計試行・
期中予測対応

3月推計含め、
ベース数値確定

有報対応これから

これまで

SHK制度
等対応

統合R等対応

無理！の悲鳴は、『財務はできているのだから』という
現場を知らない方々の一言に、かき消される・・

有報へのサステナビリティ掲載課題3/6 集計・保証早期化1/2
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1月 2月 3月 4月

当年

6月5月10月 11月 12月

前年

決算末 有報

期中審査：
 上半期、3Qを対象に審査実施
 サイト往査も併せ実施

期末審査：
 期末著増減 審査実施
 Scope3・人事データ等

契約締結

保
証
報
告
書

既に、役員報酬連動型企業等において始めています。

有報へのサステナビリティ掲載課題4/6 集計・保証早期化2/2
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27

SSBJ基準（案）の考え方

温対法等に基づき測定したGHG排出量をサステナビリティ関連財務開示においても報

告することを選択した場合、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日において当局
に提出したGHGデータのうち、直近のものを用いなければならない

F/S

GHG

6月

7月

翌年6月

SHK制度3月

有報へのサステナビリティ掲載課題5/6 同時性1/2
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SSBJ案に提出したSusAコメント

有報へのサステナビリティ掲載課題6/6 同時性2/2



非財務指標の第三者保証 その方向性

（2024年11月18日AM時点）
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日本の保証制度導入のイメージ

30



海外 第三者保証の状況

31



第三者審査 国内での実績状況

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_disclose_wg/shiryou/20241010/01.pdf

(株)サステナビリティ会計事務所 第三者保証推移

114社
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欧州発CSRD対応の保証が始まっている！
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ダブル・マテリアリティ評価

開示要件レベル
○／82

データポイントレベル
○○○／1000以上

第三者保証の要請

「CEAOB guidelines on limited assurance on sustainability reporting」（2024年9⽉末公表）
保証提供者は企業の実施するダブルマテリアリティプロセスがESRSを満たしているか判断するため⼿続を
設計し実施しなければならない。

戦略ガバナンス
インパクト・リスク・

機会管理
指標と目標

全般的開示要求

環境
社会

ガバナンス

重要性ありと結論づけられた関連指標が全て審査対象で
あると想定すると、保証提供者にとって企業１社に対する
関与の広さ・深さはかなり大がかりなものとなる。



会計監査法人に任せた方がよい？

 財務・非財務のコネクティビティ確保は重要。

 ただし財務監査、非財務保証それぞれに、顧客企業と取り交わした守秘義務

範囲で顧客企業から提示される他方側の内容にて、対応可能。

 今後は両者による双方向コミュニケーションも求められている。

 事務所品質要件

 財務監査対応でこれまで構築してきた事務所品質要件は、非財務指標の第三

者保証において求められる内容に合致あることは否定しないが、異なる要素や

過重・過大な要素も大いにあるのではないか。

 まずはサステナビリティ全般の知識・経験値こそ、保証品質確保の大前提。

 企業において、たとえば経営企画室がサステナビリティ経営を（も）担うことの課題

と同質の根っこがあると思う。私の持論をお伝えしたい。
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あらためて、現在の公認会計士法

（公認会計士の使命）

第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他
の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権
者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

（公認会計士の業務）

第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業
とする。
２ 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ
報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談
に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限さ
れている事項については、この限りでない。
３ 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従
事することを妨げない。

(監査法人）

第三十四条の二の二 公認会計士（外国公認会計士を含む。以下この章から第五章の四まで及び
第六章の二において同じ。）及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるとこ
ろにより、監査法人を設立することができる。
２ 第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。
第三十四条の七 監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定め
なければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、五人以上の公認
会計士である者を含まなければならない。
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有報非財務指標 会計監査法人以外での保証提供者 適用事例1/2

日東紡 有価証券報告書2024年3月期
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有報非財務指標 会計監査法人以外での保証提供者 適用事例2/2

↑ 6月13日にScope3以外を対象に保証報告書を発行 ↑ 8月6日にScope3を対象に保証報告書を発行

37

日東紡
前頁のリンク先→



弊サステナビリティ会計事務所として果たしたい、社会への貢献力

 会計監査法人への委託別解として、サステナビリティ専門会社としてのSusA選択

を提供していきたい。

 SusA所属メンバーは、確かな審査力とアドバイス力を日々研鑽し続けます。

現在も弊SusAへの問合せ多数、拡大中！

 第三者保証実績

2024

38

代表取締役社長
公認会計士

福島 隆史

アシュアランス事業
(第三者保証)

 環境データ
 社会データ
 その他

外部アドバイザー

コンサルティング事業
(サステナビリティ経営コンサル)

 目標設定
 外部評価向上
 社内体制の構築

1994年より大手監査法人にて環境経営やCSR/サステナビリ
ティ全般のコンサルティング、非財務データに対する第三者
審査業務を率いる。2006年に独立し、SusAを設立。

MISSION

私たちは、事業者自身を含めた社会全体のサステナビリティに関して、
事業者が発信する情報の信頼性を高めるとともに、事業者のサステナビ
リティ経営が健全に推進されるよう支援します。

 集計 開示

 SusA組織体制



SusA第三者保証 実績
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 以下、2024年1月時点で第三者保証報告書を開示している企業(五十音順)

上記に加え、約40不動産投資法人

日本精工株式会社住友理工株式会社朝日生命保険相互会社

日本生命保険相互会社千住金属工業株式会社株式会社アマダ

日本電信電話株式会社株式会社大気社アンリツ株式会社

日本冶金工業株式会社大樹生命保険株式会社石塚硝子株式会社

野村不動産ホールディングス株式会社高砂熱学工業株式会社株式会社ウイルプラスホールディングス

東日本電信電話株式会社TANAKAホールディングス株式会社エネクラウド株式会社

株式会社フェローテックホールディングス株式会社ダイセルエクシオグループ株式会社

プラス株式会社株式会社ダスキンNTTアーバンソリューションズ株式会社

マクセル株式会社株式会社ディー・エム・シーNTTコミュニケーションズ株式会社

松田産業株式会社ディップ株式会社株式会社NTTドコモ

三菱マテリアル株式会社東亜建設工業株式会社株式会社エニグモ

株式会社ミライト・ワントーセイ株式会社オイレス工業株式会社

株式会社村田製作所戸田建設株式会社国分グループ本社株式会社

ヤマシンフィルタ株式会社西日本電信電話株式会社コムシスホールディングス株式会社

株式会社ヤマダホールディングス西松建設株式会社三機工業株式会社

株式会社UACJ株式会社日清製粉グループ本社シークス株式会社

UBE株式会社株式会社ニッスイ
株式会社ジャパンインベストメントアドバイ
ザー

株式会社ヨコオ日東紡績株式会社JFEホールディングス株式会社

リコーリース株式会社日本化薬株式会社住友生命保険相互会社



サステナビリティ／CSR補講 webサイトご紹介

ID：susaspecial
PASS：mangookapi

ID：susamovie
PASS：cloverpig

サステナ経営の
重要性を説いた
「コンペ編」

人権DDを扱った
「傷ついた鎖」

ESG評価偏重に
警鐘を鳴らした
「不都合な評価」

途上国とのある
べき関わりを説く
「ダークネス
GHGクレジット」
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お知らせ

 次回のサステナビリティ
／CSR特講は・・・

 「企業会計」2024年6月号
特集「サステナビリティ保証入門の入門」
└「保証実務の現場から」
を掲載いただきました。

よろしければご一読ください。
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